
 

令和７年度外来種対策事業（昆虫類・クモ類対策） 

企画提案公募要領 

 

本件公募は、次年度の沖縄県当初予算の成立及び国の沖縄振興特別推進交付金の交付決定

を前提とした年度開始前の準備手続きであり、予算成立後に効力が生じる事業です。 

県議会において当初予算案が否決された場合、又は国の沖縄振興特別推進交付金の交付決

定がなされなかった場合は、契約を締結しないことを、あらかじめご了承ください。 

 

１ 事業名 

令和７年度外来種対策事業（昆虫類・クモ類対策）（以下「本事業」という。） 

 

２ 業務目的 

県内においては、既に様々な外来種が侵入し、一部定着が確認されている。それらの状況を踏

まえ、令和元年度までに、「沖縄県外来種対策指針」（以下「指針」という。）、「沖縄県対策外来

種リスト」（以下「リスト」という。）「沖縄県外来種対策行動計画」（以下「行動計画」という。）

及び「沖縄県希少野生動植物保護条例」（以下「条例」という。）を策定し、本県の外来種対策を

推進しているところである。  

本業務は、本県の生態系を保全するため、指針や行動計画、リスト、条例に基づき、外来種（昆

虫類・クモ類）への対策を実施するものである。 

本事業の目的達成には、企画力や実行力等の能力、幅広い知識や専門性等を有する業者を設定

する必要があるため、民間事業者から企画提案を募集する。 

 

３ 委託業務の内容 

「令和７年度外来種対策事業（昆虫類・クモ類対策）企画提案仕様書」のとおり。 

 

４ 委託業務実施期間 

令和７年度～令和９年度（約３年間） 

ただし、令和８年度及び令和９年度の委託業務については、前年度実績をもとに判断する。ま

た、県議会での令和８年度及び令和９年度の沖縄県当初予算の成立及び国の沖縄振興特別推進交

付金の交付決定を前提としており、３年間の事業を保証するものではない。 

令和７年度の履行期間は、契約を締結した日から令和８年３月 31日までとする。 

 

 

５ 業務計画 

  業務実施期間内に確実に業務内容を完了できる業務計画であること。 

 

６ 委託業務費 

  提案にあたっては、総額 38,025 千円（消費税率 10％の額を含む。）の範囲内で見積もるこ

と。ただし、この金額は企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金額とは異なる。 

 

 



 

７ 参加資格 

次の要件をすべて満たす者であること。 

  ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年法律第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しないこ

と。 

  ⑵ 本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されている者であること。 

  ⑶ 所得税又は法人税、消費税及び県税に未納がないこと。 

  ⑷ 労働関係法規について遵守しているものであること。 

  ⑸ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づ

き、更生手続開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

  ⑹ 自己又は自社の役員等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと、及び次 

の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。以下の要件について 

は資格確認のため、沖縄県警察本部に照会する場合がある。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 

号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

② 暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

③ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 

④ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目 

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的 

若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

  ⑺ 社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者については、

これらに加入していること。 

  ⑻ 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 

  ⑼ 実施要領や仕様書等に記載された内容をすべて承諾する者であること。 

  ⑽ 今回の委託に際して、専任の担当者を割り当て、十分な遂行体制がとれること。 

  ⑾ 沖縄県内外の外来種対策について知見を有しており、かつ過去５年以内に県内において、

国、県もしくは市町村が発注した外来種対策事業、生物生息状況調査・分析等の業務実績が

あること。 

  ⑿ 沖縄県内に本社、支社、営業所、事業所等を有すること。 

  ⒀ 応募は単独に限らず共同企業体でも可能とする。この場合の要件は以下のとおりとする。 

   ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

   イ 共同企業体を構成するすべての事業者は、応募資格⑴～⑻の要件を満たす者であるこ

と。 

   ウ 共同企業体を構成する事業者のいずれかが、応募資格⑼～⑾の要件を満たす者であるこ

と。 

   エ 共同企業体を代表する事業者は、応募資格⑴～⑻、⑿の要件を満たす者であること。 

   オ 共同企業体の構成員は、本事業に応募する他の共同企業体の構成員となることはできな

い。 

   カ 共同企業体の場合、共同企業体の設立協定書が締結されていること。 



 

 

８ スケジュール 

 応募のあった提案については、自然保護課において第一次審査（書類審査）を行い、上位４者程

度を選定する。その後沖縄県に設置する企画提案選定委員会において、プレゼンテーション等の第

２次審査を行い、最も優れた企画提案者を第一位入選者として選定する。 

 ⑴ 企画提案書提出期限：令和７年３月 21日（金）13時 00分 

 ⑵ 一次審査結果   ：令和７年３月 24日（予定） 

 ⑶ プレゼンテーション：令和７年３月 26日若しくは 27日（予定） 

 ⑷ 結果通知     ：令和７年４月１日（予定） 

 ⑸ 契約締結     ：令和７年４月１日（予定） 

 

９ 応募方法 

 ⑴ 応募要領等の配布：沖縄県ホームページへの掲載 

  ア 掲載期間：令和７年３月７日（金）～令和７年３月 21日（金） 

  イ 掲載場所：沖縄県ホームページ「公募・入札」 

 ⑵ 応募に係る質問事項受付期間 

  ア 受付期間：令和７年３月７日（金）～令和７年３月 14日（金）17時 00分 

  イ 受付先 ：沖縄県環境部自然保護課宛て【様式４】を提出。 

なお、件名を「【質問】令和７年度外来種対策事業（昆虫類・クモ類対策）企

画提案」とすること。 

     （E-mail）aa039004@pref.okinawa.lg.jp 

（FAX）098-866-2855 

  ウ 回答  ：当課ホームページへの掲載をもって回答とする（随時）。 

 ⑶ 企画提案書等の提出 

  ア 提出期限：令和 7年３月 21日（金）13時 00分（必着） 

  イ 提出書類：下記 10に定めるすべての書類 

  ウ 提出部数：７部（正本１部・副本６部。副本は複写可） 

         なお、提出する企画提案書は一案に限る。 

  エ 提出方法：直接提出又は郵送により提出すること。郵送する場合は、書留郵便等到着確認

が可能な手段をとるものとし、提出期限内の必着とすること。 

         （送付先）〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番地２号（県庁４階） 

沖縄県環境部自然保護課 

 ⑷ 県からの疑義照会 

   期限までに提出のあった企画提案書について、後日県から疑義照会を行うことがある。 

 

10 企画提案書等の提出 

  企画提案にあたっては、以下の書類を作成し提出すること。 

 ⑴ 企画提案書【様式１】 

 ⑵ 事業提案書【様式２】 

  ア 企画概要 

    企業名、設立年、資本金、年商、業務内容、組織図、職員の状況、担当者名等について記



 

載すること。共同企業体の場合は、全事業者について別葉で作成すること。 

  イ 提案事業の概要 

    別掲の仕様書の内容を踏まえ、本事業を実施するにあたっての基本的な考え方、業務提案、

業務手法及びフロー図等について記載すること。 

  ウ 提案事業の執行体制 

    業務遂行体制図、役割、担当者名、所属（共同企業体の場合は担当者別に所属会社名を記

述）、専任担当者の経歴（実務経験年数、保持資格名、行政機関等におけるこれまでの業務

実績等）を記載すること。 

  エ 提案事業のスケジュール 

    別掲の仕様書の「５業務内容」について、具体的な年間スケジュール（案）を記載するこ

と。 

  オ これまでの実績 

    過去５年間に今回の委託と同種または類似の調査業務や、国、県もしくは市町村が発注し

た外来種対策事業、生物生息状況調査・分析等の業務の受注実績を記載すること。 

 ⑶ 本要領７⑴～⒀に該当することを誓約する書面【様式３】 

 ⑷ 過去２期の決算書（写し）（個人事業主は税務申告書（写し）） 

 ⑸ 見積書 

   なお、積算の費目は、次の内容で提出すること。 

  ア 直接人件費 

  イ 直接経費（謝金、旅費、消耗品、印刷製本費、通信運搬費等） 

  ウ 一般管理費（原則として、「直接人件費＋直接経費－再委託費」の 10％を上限とする。） 

   また、各経費は税抜き価格とし、別途消費税額を併記することとし、本事業を実施するにあ

たっての一切の費用を見積もること。 

 ⑹ 協定書（共同企業体のみ） 

   協定書の主な内容は、以下のとおりとする。 

   目的、名称、構成員の住所及び名称、共同企業体の代表者、代表者の権限、構成員の連帯責

任、取引金融機関、瑕疵担保責任、協議事項等 

 

11 企画提案書等の体裁 

 ⑴ 原則として、Ａ４判縦長、左上ホチキス止めで、両面コピー（色摺り可）とする。 

 ⑵ 文字サイズは、11ポイント以上とすること。 

 ⑶ 【様式２】は枚数については自由とするが、内容については、簡潔・明瞭に記載し、膨大と

ならないこと。 

 

12 企画提案の審査 

 ⑴ 審査の方法 

   企画提案書については、沖縄県に設置する選定委員会において審査基準に沿って審査を行

い、最も優れた企画提案者を第一位入選者として選定する。 

 ⑵ 企画提案書、実績評価基準 

  ア 本事業の目的を理解し、的確に把握しているか。 

  イ 業務遂行に必要な体制と業務実績を有しているか。 



 

  ウ 具体性のある事業計画であること。 

  エ 積算基準が妥当か。 

  オ 類似業務実績を有しているか。 

  カ 重点対策種の防除等に関し、十分に状況を把握しており、提案が具体的であるか。 

  キ 重点予防種のモニタリング等に関し、十分に状況を把握しており、提案が具体的であるか。 

  ク 作業部会の設置・運営や普及啓発に関する提案が、明瞭性、具体性があるか。 

 ⑶ 結果の通知 

   審査結果については、環境部自然保護課から参加者に通知する。 

 

13 提案の無効に関する事項 

  次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

 ⑴ 参加資格のない者が提案をしたとき。 

 ⑵ 所定の日時及び場所に書類を提出しなかったとき。 

 ⑶ 提案に関して不正行為があったとき。 

 ⑷ その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び申請者に求められる義務を履行しなか

ったとき。 

 

14 契約 

 ⑴ 本事業に係る委託契約は、原則として第一位入選者となった者と行う。ただし、沖縄県と第

一位入選者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合、次順位以降の者を

繰り上げて、その者と契約できるものとする。 

 ⑵ 契約金額は委託先候補者から見積書を聴取し、予定価格の範囲内において決定する。 

 ⑶ 契約締結に伴う諸経費は、委託先候補者の負担とする。 

 ⑷ その他契約条項については、委託先候補者との協議事項とする。 

 ⑸ 契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を納付しなくてはならな

い。ただし、沖縄県財務規則第 101条第２項の各号いずれかに該当する場合は、契約保証金の

全部又は一部の納付を免除することができる。 

 

15 その他 

 ⑴ 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 ⑵ 今回の公募は委託契約候補者を選定するものであり、契約締結を保証するものではない。 

 ⑶ 提出書類等の作成・提出及び業者選定委員会への出席等応募のために要する費用は、応募者

の負担とし、提出書類等は返却しない。 

 ⑷ 提出された企画提案書、審査内容、審査経過については、公表しない。 

 ⑸ 経費の積算において、一般管理費は、（（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10／100）以

内とする。 

 ⑹ ⑸の計算式における再委託費は、当該事業に直接必要な経費のうち、受託者（共同事業体構

成員を含む）が実施できない又は実施することが適当でない業務の遂行を他の事業者に委任又

は準委任して行わせるために必要な経費に加え、仕事の完成を目的とした外注（請負契約）に

必要な経費も対象とする。 

 ⑺ 請負者独自の規定又は業種特有の理由等により、⑸で定める一般管理費での受注が困難であ



 

る場合には、協議書等を県へ提出し、確認書の交付を受けた上で、確認を受けた一般管理費率

による積算を行うことができる。 

 

16 委託業務の経理 

 ⑴ 委託事業が完了したときは、実績報告書を提出すること。 

 ⑵ 実績報告により委託契約額を確定した結果、概算払いにより受託者に支払った委託費に残額

が生じたとき、又は、委託費により発生した収入があるときは、その額を返還すること。 

 ⑶ 委託業務に係る経費については、会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分して収入額及び支

出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておくこと。 

 ⑷ 労働者の出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備、保管すること。 

 ⑸ 委託費の支出内容を証する経理書類を整備して、会計帳簿とともに委託業務の完了した日の

属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるように保存しておくこ

と。 

 ⑹ 委託料の支払いについては、業務の資金繰りに配慮し、半期又は４半期毎の期初に概算払い

を行うことができる。 

 

17 その他留意事項 

 ⑴ 沖縄県は、委託事業の適性を期するため、必要があるときは、委託者に対し報告を求め又は

沖縄県職員に事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問さ

せることができるものとする。 

 ⑵ 委託業務完了にあたり、帳簿類の確認ができない場合については、委託料を減額される場合

がある。 

 ⑶ 業務を実施するにあたっては、県と協議をして進めていくものとし、提案された内容をすべ

て実施することを保証するものではない。また、事業について疑義が生じた場合、又は定めの

ない事項については、協議の上、定めるものとする。 

 

 


